
地方消費税市町村交付金（社会保障財源化分）充当状況

　　　消費税率（国・地方）が平成２６年４月１日より５％から８％に引き上げられたことに伴い、引き上げ分の消費税収については

　　全て社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。（地方税法第72条の116第2項より）

　　　また、令和元年１０月１日から消費税率が８％から１０％に引き上げられたことに伴う地方消費税の増収分についても、

　　同様に社会保障の充実に充てるものとされています。

　　　本市の令和元年度一般会計決算における社会保障施策への充当状況は、次のとおりです。

（歳入） 地方消費税市町村交付金（社会保障財源化分） 248,832 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費への充当 248,832 千円

（単位：千円）

財源内訳

特定財源 一般財源

国 県 地方債 その他

引き上げ分の地
方消費税（社会
保障財源化分の
市町村交付金）

その他

社会福祉 福祉医療給付費 284,581 0 125,593 0 339 144,532 14,117

障がい者福祉事業 737,105 375,110 176,365 0 0 7,700 177,930

母子福祉事業 228,104 78,347 3,691 0 0 8,000 138,066

児童福祉事業 1,446,322 371,258 149,544 0 71,892 15,100 838,528

高齢者福祉事業 54,636 0 0 0 10,813 1,800 42,023

生活保護給付費 821,816 656,483 3,882 0 5,404 1,000 155,047

小計 3,572,564 1,481,198 459,075 0 88,448 178,132 1,365,711

社会保険 国民健康保険事業 265,594 33,716 118,777 0 0 6,000 107,101

介護保険事業 539,029 18,168 9,225 0 0 48,000 463,636

後期高齢者医療事業 447,002 0 72,802 0 0 4,000 370,200

小計 1,251,625 51,884 200,804 0 0 58,000 940,937

保健衛生 感染症対策事業 66,911 1,989 0 0 0 5,000 59,922

母子保健事業 31,225 753 453 0 0 5,500 24,519

健康増進事業 67,367 623 1,411 0 28,076 2,200 35,057

小計 165,503 3,365 1,864 0 28,076 12,700 119,498

合計 4,989,692 1,536,447 661,743 0 116,524 248,832 2,426,146

分野 事業名 経費
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